
令和８（２０２６）年３月号

.

１．受　　　　付：３月２日（月）～1９日（木）　平日８時30分～17時15分
２．申込方法：電話（0848-66-1111）FAX（0848-66-1112）または事務所窓口まで
３．受 講 料 ：無料。教材費がかかる講座があります。
４．抽       選：申し込みが定員を超えた場合は抽選します。
５．開催曜日：★のある教室は自主講座もありますので、開催曜日の詳細はセンターまでお問い合わせください。

※自主講座･･･市が主催する講座ではなくて、各団体が主体的に実施する講座。

人権相談

人権相談員が相談をお受けします。 ◇ と　き　土・日・祝日を除く10時～16時
　

相談は無料で、秘密は守られます。 ◇ ところ　三原市人権文化センター

お気軽にご相談ください。 ◇ 電　話　０８４８－６６－１１１１

小学生人権標語コンテスト入賞作品 「いっしょにやろう」　そのひとことで　すくわれる

発行／三原市人権推進課

編集／三原市人権文化センター

所在地／三原市長谷一丁目６番１号

電話／0848- 66- 1111

FAX／0848- 66- 1112

NO 講　座　名 開催曜日 時　　間 募集 内　　容 備　　考
17:30～17:50 1
19:10～19:30 1

毎週火曜日 19:10～19:30 1
1 ピアノ教室

毎週
月曜日

小学生以下が対象になります。
ピアノの音色を通じて感受性豊かに
成長することをめざしています。

教材費が必要

2 太極拳教室★

毎月
第２火曜日

偶数月
第４火曜日

9:30～12:00
若干
名

初心者歓迎です。
ゆったりとした動作の運動ですが、
足腰や内蔵を強めるとともに、血流
も良くなります。

毎週金曜日に指導
者の教室も行ってい
ます。

3 絵手紙教室★ 第２火曜日 13:30～16:00
若干
名

大切な人に心を込めて絵を描いた
葉書を送ってみませんか。

教材費が必要

4 生花教室★ 第２金曜日 18:00～19:30
若干
名

花のある生活を楽しみ、四季の花と
の出会いに心が豊かになります。

教材費が必要

5 パソコン教室
毎週

金曜日
（5月～2月）

13:30～15:30
若干
名

初心者向けの教室です。
ワード・エクセルの使い方から、年賀状の
作成など日常生活に役立つ技術を学び
ます。

(持参物)ノートパソコン
(仕様)
・ウィンドウズ11以上
・エクセル、ワード搭載

　　

あなたの戸籍が狙われている？！
　　　

　平成23(2011)年にプライム総合法律事務

　所の社員が戸籍等を１万枚以上不正取得した

　罪により逮捕されました。こうした事件が相

　次ぐ中、三原市では登録型本人通知制度を設

　けました。この制度は登録することで、第３

　者が戸籍等を取得したら本人に通知がいくも

　ので、より多くの人が登録することで不正取

得や身元調査への抑止力になるものです。

みなさまの登録をよろしくお願いします。太極拳教室

生花教室



なん ひ がつ じんけん

 

 

 

 

 

 

 

2月から２回にわたって「人権擁護委員」について紹介します。 
がつ じんけん よ う ご い い ん しょうかい

 

　【第２回】　　　　　　　　　　　　　　　　市ホームページ２次元コード　　　　　　 
だい かい し じ げ ん

 

 

                                                                                              

人権のひろば
じ ん け ん

  国際人種差別撤廃デー（21日） 
こくさいじん し ゅ さ べつてっぱい にち

 

1960年（昭和35年）のこの日、 南 アフリカのシャープビルで、人種隔離政策 
ねん しょうわ ねん ひ みなみ じんしゅ か く り せいさく

（アパルトヘイト）に反対する平和的デモ行進に対し警官隊が発砲し、69人が死 
はんたい へいわてき こうしん たい けいかんたい はっぽう にん し

亡する「シャープビル虐 殺事件」が発生しました。この事件が、国連が人種差別に 
ぼう ぎゃくさつ じ け ん はっせい じ け ん こくれん じんしゅ さ べ つ

取り組む契機となったことから、人種差別撤廃のための記念日とされました。こ 
と く け い き じんしゅ さ べ つ てっぱい き ね ん び

の日には、世界中で人種差別の撤廃を求める運動が展開されています。
ひ せかいじゅう じんしゅ さ べ つ てっぱい もと うんどう てんかい

【人権擁護委員ってどんな活動をしているの？】 

じ ん け ん よ う ご い い ん かつどう

　人権擁護委員は、様々な啓発活動を 行 っています。そのひとつの啓発活動に、
じんけん よ う ご い い ん さまざま けいはつかつどう おこな けいはつかつどう

人権の花運動があります。これは、市内小学校の児童を対象に実施しており、児童
じんけん はなうんどう し な い しょうがっこう じ ど う たいしょう じ っ し じ ど う

が協 力し花を育てることを通じて、 命 の大切さや相手への思いやりという人権の
きょうりょく はな そだ つう いのち たいせつ あ い て おも じんけん

基本を身につけてもらうことを目的として実施 
き ほ ん み もくてき じ っ し

しています。 

　　今年度実施した人権の花運動の様子　▶　 　  

また、人権擁護委員による人権相談は毎月を 行 っており、令和８年度の予定は次
じんけん よ う ご い い ん じんけんそうだん まいつき おこな れ い わ ね ん ど よ て い つぎ

のとおりです。 

【場所：サンシープラザ 4階　時間13時～16時】　 
ば し ょ かい じ か ん じ じ

　※６月１日は人権擁護委員の日、12 月４日～10 日は人権週間のため、６月、12 月は、本郷・久井・大和でも 
じんけん よ う ご い い ん じんけんしゅうかん ほんごう く い だ い わ

　　人権相談を開設する予定です。詳しくは、毎月の「広報みはら」などをご確認ください。
じんけんそうだん かいせつ よ て い くわ まいつき こうほう かくにん

 4 月９日（木） ５月７日（木） ６月１１日（木） ７月９日（木） ８月１３日（木） ９月１０日（木）

 10 月は一日総合
いちにちそうごう

相談室にて開設
そうだんしつ かいせつ

11 月 12 日（木） 12 月 10 日（木） 2027 年 

1 月７日（木）

2027 年 

２月 18 日（木）

2027 年 

３月１１日（木）

人権擁護委員
じんけんよ う ご い い ん

人権の花運動
じんけん はなうんどう


